
農業分野における外国人材の受入れ

令 和 ６ 年 １ １ 月
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農業分野の外国人材の受入れの状況
○農業分野で働く技能実習生と特定技能外国人の総数は令和５年12月末時点で約５万４千人。
○特定技能外国人は制度が創設された令和元年度からの５年間で約2万4千人となり、割合も年々増加。
○国籍別ではベトナム、インドネシアの順で多くなっている。

ベトナム

インドネシア

フィリピン

カンボジア

タイ,

ネパール,

ミャンマー, その他

特定技能外国人の国籍別内訳農業分野の技能実習生数及び特定技能外国人数の推移

資料：出入国在留管理庁「職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数」
（令和５年12月末現在）及び
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」（令和５年12月末現在）
を基に農林水産省で作成

資料：出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」
（令和５年12月末現在）を基に農林水産省で作成
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①身分に基づく在留資格 約61.6万人
(｢定住者｣(主に日系人)、 「永住者」、 「日本人の配偶者等」等)

・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

③特定活動 約7.2万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就
労者、外国人造船就労者等）
･「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を
受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約35.3万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認められる
場合に報酬を受ける活動が許可。

④技能実習 約41.2万人
･技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
･平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のあ
る「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以降に資格変更した技能実習生
も同様。）。

②就労目的で在留が認められる者  約59.6万人
(いわゆる｢専門的・技術的分野」  ※「特定技能」含む)
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

※外国人雇用状況の届出状況（令和5年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間
等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度（雇用対策法第28条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護
介護福祉士

※ 平成29年９月から新たに追加

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

我が国における外国人労働者（総数 約204.9万人）の現状

※就労を目的とした新たな在留資格（「特定技能」）
･一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるもの。（1号と2号に区分）
・受入れ対象分野については、真に必要な分野に限定する。
・在留期間の上限は、1号は通算で５年とする。
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技能実習制度
（技能実習法）

特定技能制度
(出入国管理及び難民認定法)

在留資格 「技能実習」
 実習目的

「特定技能１号」、「特定技能２号」
 就労目的

在留期間
最長５年
※第１号(１年)、第２号(２年)、第３号(２年)
※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内に、
１か月以上帰国させる必要

「特定技能１号」：通算５年（１年を超えない範囲の在留期間を更新）
「特定技能２号」：上限なし（３年、１年又は６月の在留期間を更新）
※在留期間中の帰国可

従事可能な
業務の範囲

・耕種農業のうち
「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」
・畜産農業のうち
「養豚」「養鶏」「酪農」
※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加
工の作業の実習も可能

「特定技能１号」：・耕種農業全般
・畜産農業全般

「特定技能２号」：１号で従事可能な業務及び当該管理業務
※日本人が通常従事している関連業務（農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の
除雪作業等）に付随的に従事することも可能

技能水準 ―

「特定技能１号」：相当程度の知識又は経験を必要とする技能
「特定技能２号」：熟練した技能

※業所管省庁が定める試験等により確認。
ただし、１号については、技能実習（３年）を修了した者は試験を免除。

日本語能力
の水準 ―

「特定技能１号」：ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の
能力を有することを基本

※業所管省庁が定める試験等により確認。
ただし、技能実習（３年）を修了した者は試験を免除。

外国人材の
受入れ主体
（雇用主）

実習実施者（農業者等）
※農協が受入れ主体となり、組合員から農作
業を請け負って実習を実施することも可能

・農業者等
・派遣事業者（農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定）

在留者数 30,171人
（令和５年１２月末現在 入管庁公表）

27,807人
（令和６年６月末現在 入管庁公表）

農業分野の外国人材の在留資格制度の比較
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①技能実習制度 ②特定技能制度

○特定技能１号については、通算５年間（途中での出入国可）就労可能。
○特定技能２号については、在留期間の更新回数に上限なし。（要更新）

（１）海外から採用するケース

（２）国内在留者を採用するケース

日本

特
定
技
能
外
国
人

受
入
機
関

出
入
国
在
留
管
理
庁

登
録
支
援
機
関

受入れ申請・許可

支援委託 登録申請

応募・選考、雇用契約により
就労開始

送出し国

※送出し機関を経由
することも可能

○技能実習２号修了者
○新規入国予定の外国人

（試験合格者）

日本

受
入
機
関

出
入
国
在
留
管
理
庁

在留資格の変更申請・許可

登
録
支
援
機
関

登録申請支援委託

特
定
技
能
外
国
人

応募・選考、雇用契約により
就労開始

○技能実習２号修了者
○留学生など

（試験合格者）

送出し国
日本

技
能
実
習
生

と
な
る
外
国
人

送
出
機
関

応募・選考・決定
監
理
団
体

外
国
人
技
能
実
習
機
構

実
習
実
施
者

監理団体申請・許可

契約
実習生の
取り次ぎ

受入れ申込み

実習計画の
申請・認定

雇用契約により実習開始

入国・受入れ

（１）団体監理型

○技能実習生は、１年間の技能実習（１号）を経て、一定の技能習得ができたと評価
されれば、最長５年間の技能実習（２・３号）を受けることが可能。

（２）企業単独型

送出し国 日本

技
能
実
習
生

と
な
る
外
国
人

外
国
人
技
能
実
習
機
構

実
習
実
施
者

雇用契約 実習計画の申請・認定

入国・受入れ

海外支店等

技能実習制度と特定技能制度の比較
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○ 監理団体（農協や事業協同組合等）が技能実習生を受け入れ、傘下の組合員・会員（農業経営体）が実習計画に基づき１
～５年間の技能実習を実施。

○ 農業分野においては、技能実習１号段階では職種・作業の限定はないが、２・３号段階では、２職種６作業が対象となってい
る。 

資料：外国人技能実習機構公表資料より

 団体監理型による技能実習生の受入れ

 技能実習期間
（参考）
農業分野に対応している監理団体数（令和６年10月15日時点）

技能実習１号 技能実習２号 技能実習３号

１年目 ２年目～３年目 ４年目～５年目

職 種 名 作 業 名

耕 種 農 業 施設園芸

畑作・野菜

果 樹

畜 産 農 業 養 豚

養 鶏

酪 農

○ 技能実習生は、１年間の技能実習（１号）を経て、一定の技能
習得ができたと評価されれば、最長５年間の技能実習（２・３
号）を受けることが可能。

※ ２・３号移行には、農業技能評価試験に合格することが必要。

 農業分野の技能実習２・３号移行対象職種・作業

※ ３号移行には、監理団体及び実習実施者の双方が優良な機関である
と認められることが必要。

全分野 農業分野

特定監理事業 1,631 537

一般監理事業 2,111 1,154

計 3,742 1,691

○特定監理事業：１・２号の実習監理を行う監理団体
○一般監理事業：一定の要件を満たした優良な監理団体として、

 １・２号だけでなく３号の実習監理も行うことが可能な監理団体

農業分野における技能実習制度の概要
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受入れ見込み数
（５年間の最大値） ・78,000人（特定技能１号のみ）

人材の基準

［技能試験］（１号、２号）※技能実習２号修了者は１号の試験免除。
農業技能測定試験
①耕種農業全般
②畜産農業全般

［日本語能力試験］（１号のみ）※技能実習２号修了者は免除。
①日本語能力試験(N4以上)、②国際交流基金日本語基礎テスト

［実務経験］（２号のみ）
①耕種農業（畜産農業）の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての２年以
上の実務経験

②耕種農業（畜産農業）の現場における３年以上の実務経験

受入れの停止・再開
農林水産大臣は、
・人手不足状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討等を行う
・受入れ見込み数を超えそうな場合は、法務大臣に受入れ停止を求める
・受入れ停止後、再び必要性が生じた場合は、法務大臣に受入れ再開を求める

業務

①耕種農業全般（栽培管理、集出荷・選別等 ※栽培管理の業務が含まれている必要）
②畜産農業全般（飼養管理、集出荷・選別等 ※飼養管理の業務が含まれている必要）
③２号については、①または②の業務に加えて、当該管理業務

受入れ機関等の条件
①「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと
②過去５年以内に同一の労働者（技能実習生を含む）を少なくとも６か月以上継続して雇用した経験
またはこれに準ずる経験があること 等

雇用形態 ①直接雇用
②労働者派遣（派遣事業者は、農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定）

・実施主体は(一社)全国農業会議所
・2019年秋から実施。
・実施国・開催時期等については(一社)全国農業会議所
のＨＰにて公表。 https://asat-nca.jp/

・実施主体は① (公財)日本語国際教育支援協会・(独)国際交流基金 、②(独)国際交流基金
・実施国・開催時期等についてはそれぞれのＨＰにて公表。
https://info.jees-jlpt.jp/ (日本語能力試験), https://www.jpf.go.jp/jft-basic/(日本語基礎テスト) 

日本人が通常従事している関連業務（農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等）に付随的に従事することも可能

農業分野における特定技能による受入れの概要

６

＜試験結果（累計）＞ 受験者数 合格者数

特定技能１号
（令和６年９月末時点） 73,309人 64,954人

特定技能２号
（令和６年９月末時点） 1,016人 345人

※１号試験は令和元年６月開始。２号試験は令和５年12月開始。

https://asat-nca.jp/
http://info.jees-jlpt.jp/
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/


外国人材受入総合支援事業

＜対策のポイント＞
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野における外国人材の確保と適正かつ円滑な受入れに向けて、外国人材の知識・技能を確認する試験の実
施や現地説明・相談会の開催、働きやすい環境の整備等に加えて、外国人材に対する学習機会の提供の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の分野における外国人材の確保
○ 外国人材が働きやすい労働環境の整備の推進

＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．技能試験の円滑な実施                                                                   
外国人材の知識及び技能を評価・確認するための試験の作成・更新・実施を支

援します。

２．外国人材が働きやすい環境の整備                                                                   
農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の各分野で就労する外国人材が働き

やすい環境整備等のために相談窓口の設置、外国人材の労働環境の調査・分析、
雇用主等への助言活動、優良事例の収集・周知等の取組を支援します。

３．（令和５年度補正予算）働きやすい環境づくり緊急対策のうち外国人材の呼び込
み体制の強化に対する支援 

上記１、２のほか、農業分野において、海外の教育機関等と連携した現地説明・
相談会の開催及び国内の外国人材に対して、農業知識や科学的な素養を学習す
る機会の提供に取り組む際に必要なカリキュラム・コンテンツの開発や講習会開
催等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国

民間団体等

民間団体等

漁協等
定額定額

（１の事業、２の事業の一部）

（２の事業の一部）

定額

【令和６年度予算概算決定額 243（324）百万円】
（令和５年度補正予算額 650百万円の内数）

○ 令和５年度補正予算
１.海外で働く意向のある外国人材に対する、受験の促進と日本の農業現場への
就労支援のため、現地説明・相談会を開催
２.国内の外国人材への学習機会の提供

○ 令和６年度予算
１.日本で即戦力となり得る知識及び技能を有しているかを確認するために必要な
試験の作成・更新、国内外での試験の拡大・実施

  ２.外国人材等がアクセスしやすい相談体制の整備、外国人材の労働環境の実態
把握と改善のための助言、雇用主による就労環境改善の取組事例の周知等

現地説明・相談会の開催 学習機会の提供（農業）

民間団体等

試験の実施（農業・漁業）試験の作成・更新

相談窓口
の設置

外国人材の労働環境の
調査・分析、雇用主等への助言活動

優良事例の
収集・周知 等

民間団体等
１.

２.

［お問い合わせ先］  
（農業分野） 経営局就農・女性課
（漁業分野） 水産庁企画課 ・
（飲食料製造業分野）大臣官房新事業・食品産業部食品製造課  
（外食業分野）                                         外食・食文化課

（03-6744-2159）
（03-6744-2340）
（03-6744-1869）
（03-6744-2053）７



外国人材向け・事業者向け相談窓口の設置
○ 日本の農業現場で就労する外国人材が働きやすい環境を整備するため、外国人材受入総合支援事業において、
外国人材及び事業者向け相談窓口の設置を支援。（事業実施主体は株式会社JTB）

○ 相談窓口は電話とメール、オンライン対面の３種類を設置し、外国語13言語に対応。
○ 外国人材の労働環境の調査・分析を行い、回答内容に応じ外国人材へ助言活動を実施。
○ 令和５年度の相談件数は2,709件

＜今後の取組＞
日本国内の外国人材がより相談しやすい手段として、
LINEを活用したチャット・チャットボットの設置を
検討。

相談窓口特設ページはこちら
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農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集

○ 一般社団法人全国農業会議所が「外国人材受入総合支援事業」により、農業分野で特定技能外国人を受け入れて
いる農業者等の優良事例集を作成・公表。

○ 特定技能外国人に明確なキャリアアップ制度を設けている等のモデルとなり得る事例を紹介し、支援の工夫や受
け入れる際の心構え、技能実習生との役割分担など参考となる情報を掲載。 

優良事例集はこちら↓
［外部リンク（全国農業会議所）］

①制度導入のきっかけ・取り組み
②雇用契約・支援内容
③労働条件とキャリアアップ・処遇
④受け入れた効果、今後の受入れ国等の考え方
⑤特定技能外国人の声

＜内容＞
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農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例

向井農園
～リスク分散しながら経営規模拡大～

○北海道倶虻田郡真狩村
○耕作面積：43ha（露地）、ハウス1棟
○主な作物：ばれいしょ、ダイコン、ニンジン等
○外国人材：特定技能2人、技能実習1人

＜特徴的な取組＞
・農園の敷地内に従業員宿舎を建設し6畳間を1人1部屋としている
。
住宅手当を月に1万円支給。

・外国人材に対し、年2回のストレスチェックを行っている。
・日本語の勉強やコミュニケーションのため、1日の仕事を日本語で
日記に書いてもらうようにしている。

株式会社Farm大越
～キャリアアップ、昇給は実力主義～

○栃木県宇都宮市
○耕作面積：28ha（露地）、ハウス72棟
○主な作物：イチゴ、オクラ、水稲等
○外国人材：38人（うち特定技能29人、技能実習6人）

＜特徴的な取組＞
・就業規則により待遇は日本人と同じ。就労開始後6ヵ月後には、
時給アップにつながる自己アピールの機会を設けている。

・外国人リーダーを配置。農場長や管理職への昇格も検討。
・GAP（JGAP、グローバルGAP）やHACCP等を取得し
教育している。

株式会社グリーンファーム落合
～100年以上の幅広い野菜栽培でちば野菜エコ認証を取得～

○千葉県八街市
○耕作面積：6ha ハウス：水耕1棟、土耕11棟
○主な作物：水耕栽培小ネギ、パクチー等20品目
○外国人材：特定技能3人、技能実習1人

＜特徴的な取組＞
・耕作ノウハウを伝授しつつ、可能な限りのIT化、自動化、可視化
によりスムーズな業務を実現。

・指導役の男性には、人材育成手当（1万円）を支給。
・今後は、外国人材を主体とした労働環境になることを想定し、
特定技能の3人とも何等かのリーダーにしていく予定。

ゆうき青森農業協同組合酪農振興センター
～外国人材とともに進める町営畜産振興センター～

耕種

耕種

耕種

畜産

○青森県上北郡六ヶ所村
○飼育頭数：乳用牛育成 700頭
○外国人材：特定技能2人、技能実習1人

＜特徴的な取組＞
・作業上必要な大型機械等の資格は、JAが全額補助し取得。
・時間外労働は一般企業と同様に割増し、時間外労働は125％、
休日出勤は135％としている。

・3カ月に1度位、農協の職員全体を対象とした研修に参加し、作業中
の事故や交通規則、交通事故等に関する講義を受けている。

優良事例集はこちら↓
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農業分野における特定技能外国人受入れマニュアル

１．特定技能制度
特定技能外国人の在留資格、家族帯同に関する情報等

２．特定技能外国人受入れに際し農業者が押さえるべきポイント
受入れの形態・期間、受入れまでのプロセス等

３．特定技能外国人雇用と労務管理の注意点
賃金水準、社会保険、安全衛生管理のポイント等

４．外国人材とのコミュニケーションや注意事項
日本語能力向上の取組、生活支援情報の提供等

５．農業技能測定試験と各国の送出手続き
試験の概要や実施方法について

６．全国農業会議所が対応した相談のQ&A

７．事例調査に見る優良な受入れ事例の紹介
特定技能外国人の声等

＜目次＞

○ 一般社団法人全国農業会議所が「外国人材受入総合支援事業」により、農業分野で特定技能外国人を受け入れる際
の農業者等のマニュアルを作成。

○ 在留資格の概要、制度を活用するために外国人材及び受入れ機関が満たすべき基準、外国人材の雇用や労務管理で
注意すべきことなどについて説明。

○ 令和５年６月に農業分野も対象となった「特定技能２号」に関する情報も掲載。
○ 作成したマニュアルを説明資料として、農業者に対し外国人材を受入れる際及び受入れ後に必要となる知識やノウ
ハウ等を伝える説明会を全国9ブロックにおいて実施。

受入れマニュアルはこちら→
［外部リンク（全国農業会議所）］
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外国人材呼び込みのための現地説明・相談会の取組
○ 農業分野の特定技能試験実施国において、日本の農業現場への就労意欲の喚起、特定技能試験の受験の促進を図
るため、外国人材受入総合支援事業において令和５年度から開催。

○ 外国人材の雇用に関心のある日本の農業経営体も参加し、外国人材雇用の足がかりとしてもらうほか、日本の農
業の魅力を伝える講演も実施。

○ 令和５年度はインド、インドネシア、フィリピンで開催し、日本での就労を希望する外国人750人以上（オンラ
イン含む）が参加。（事業実施主体は全国農業会議所）

開催日 実施国 開催場所
令和５年
10月25日～10月27日

インド ①ハリヤナ州パルワルの
SUSV（教育機関）

②アッサム州グワハティ
令和６年１月20日 インドネシア バンテン州タンゲラン

（インドネシア農業工学
ポリテック）

令和６年3月22日 フィリピン マニラ

＜参加した日本の農業経営体の声＞
・学生とSNSでつながり、
今後の採用に向けて足掛かりができた。

・引き続き面談を行って採用を検討したい
人材と出会えた。

・現地の送り出し機関とつながりができ、
今後の採用活動に幅が生まれた。

・インド人の採用も積極的に受け入れたい
と思った。

＜現地説明・相談会の内容＞
① 日本の農業、特定技能制度などの説明
② 農業経営体の講演
③ 農業経営体と参加者との個別相談会

説明会の様子 農業経営体の講演 農業経営体と参加者との
個別相談会

＜開催実績＞
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外国人材の労働安全衛生教育について

○ 労働安全衛生法第59条第1項では、「事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令でさ
だめるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛星のための教育を行わなければならない」こととされて
いる。

○ 農作業現場に就労する外国人材が農作業を安全で衛生的に行うため、農作業安全の教育用に英語、中国語、ベトナ
ム語、インドネシア語の4ヵ国語に対応したリーフレットを作成し、農業現場に周知。

■機械・設備の危険個所

リーフレットはこちら

■資材の有害性

■転倒災害 ■機械の点検

■熱中症 ■責任者への報告

主な項目



〇 制度の適切な運用を図るため、農林水産省が平成31年３月27日に設置。
〇 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人が受け入れられる
よう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を実施。

〇 農業分野の受入れ機関は令和６年９月末時点で10,158経営体。

農業特定技能協議会

農業分野の受入れ機関
10,391経営体
（R6.10月末時点）

制度所管省庁
（出入国在留管理庁、

警察庁、厚労省、外務省）

活動内容

① 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
② 受入れに係る人権上の問題等への対応
③ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援（特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合に
おける情報提供等の必要な協力）

⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握及び分析
⑥ 地域別の人手不足の状況の把握及び分析
⑦ ⑥を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での
受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む）

⑧ 特定技能所属機関に対する協議会の会員であることの証明
⑨ 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報、課題等の共有、協議等

※１ 全国９ブロック（北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄）にて「地域協議会」も設置。（活動内容は⑧を除く）

農林水産省 （公社）日本農業法人協会
全国農業協同組合中央会

（一社）全国農業会議所 等

運営委員会：協議会の招集、共有する情報の内容その他協議会の運営に必要な事項を決定

※２ 農業特定技能協議会に加入した受入れ機関は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなります。

農業特定技能協議会について
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《周知》 ・農業技能実習・特定技能協議会を通じた人権尊重の周知

《教育》
・受入中又は受入れを検討する農業経営体を対象としたセミナー開催
・外国人材の適正受入れマニュアルの作成・公開

《相談対応》 ・外国人材向け相談窓口の開設（1３か国語に対応）、農業経営体への助言活動

《確認》 ・農業現場に就労する外国人材の労働環境・生活環境に関する満足度調査の実施

《その他》
・労働基準法適用除外規定の準拠 （技能実習生）
・「労働安全」「人権保護」を含む国際水準GAP（農業生産工程管理）の普及・推進

農業分野の外国人材の人権保護の取組

■ 人権ガイドライン

○ 2011年、国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、企業に人権尊重を求める動きが加速。
○ 2022年、日本政府は、国連の指導原則をはじめとする国際スタンダードを踏まえた「責任あるサプライチェーン等
における人権尊重のガイドライン」（以下「人権ガイドライン」）を策定。

○ 農業の業界団体においても、日本農業法人協会が「人権方針」を策定するなど具体的な取組の動き。

○ 対象
日本で事業活動を行うすべての企業・

個人事業主

○ 企業における人権尊重の取組の全体像
① 人権方針の策定
② 人権デューデリジェンス（※１）の実施
③ 自社が人権への負の影響を引き起こし
又は助長している場合における救済

○ 人権尊重の取組に当たっての考え方
① 経営陣によるコミットメントが重要
② 人権侵害リスクはどの企業にもある
③ ステークホルダー（※２）との対話が重要
④ 優先順位をつけて取り組む
⑤ 各企業の協力が重要

■ 農業の業界団体の主な取組

■ 外国人材の適正な受入れに向けた対応状況

※１ 企業が、自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権侵侵害等を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報公開してくために実施する一連の行為。
※２ 取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、消費者、業界団体、国や地方自治体等

一般社団法人

全国農業会議所

人権ガイドラインを踏まえた

「外国人材の適正受入れマニュアル」の作成・配布

公益社団法人

日本農業法人協会

「人権方針」を策定・公表（令和５年３月）

農業分野における「ビジネスと人権」対応マニュアル
公開（令和６年２月）

一般社団法人

全国農業協同組合中央会
JAグループSDGｓ取組方針、JＡグループGAP取組方針に基
づき、各取組の推進

特定技能派遣事業者
コンソーシアム

農業分野において特定技能外国人の派遣を認められた事
業者で設立（令和６年４月）
派遣外国人材のための人権方針を公開（令和６年10月）

■ビジネスと人権に関する指導原則
a. 人権及び基本的自由を尊重、

保護する国家の既存の義務
b. 法令を遵守し人権を尊重する企業の役割
c. 権利及び義務が侵されるとき実効的な

救済をする必要性

３
つ
の
柱
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指揮命令権関係

農業分野における特定技能外国人の派遣形態による受入れ

Ⅰ 労働者派遣形態により受け入れる必要性
（農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針）

農業分野においては、
① 冬場は農作業ができないなど、季節による作業の

繁閑がある、
② 同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の

農作業のピーク時が異なるといった特性があり、
農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通
といった農業現場のニーズに対応する必要がある

○ 農業分野では季節性による作業の繁閑など特有の事情があるため、派遣形態での受入れが可能となっている。
○ 派遣事業者は、Ⅱの４つの要件いずれかに該当し、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当と認める者。

現在27社（令和６年８月末時点）が該当。

（参考１）特定技能外国人の派遣形態

Ⅱ 派遣事業者の要件
（特定技能基準省令第２条第１項第９号イ）

以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大
臣と協議の上で適当と認める者
① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資してい

る事業者
③ 業務執行に実質的に関与していると認められる者が

地方公共団体の職員又は①に掲げる者等
④ 国家戦略特区法に規定する特定機関であること

労働者派遣事業者
（受入れ機関・派遣元）

外国人材 農業者
（派遣先）

農作業等

労
働
者
派
遣
契
約

雇
用
契
約

（参考２）特定技能外国人の派遣形態での受入れ事例

YUIME株式会社
○東京都港区、沖縄県那覇市
○主な派遣先:北海道、四国、九州・沖縄
○外国人材:特定技能1号人材 600名

 特定技能2号人材   16名
  （令和6年９月末時点）

＜特徴的な取組＞
・2013年～農業繁忙期に特化した派遣事業を沖縄から開始

2017年～全国産地間連携を開始
沖縄:サトウキビ12月～,九州:茶3月,北海道:馬鈴薯6月～,四国:みかん10月～   
練度を高めていることでマネージャー、リーダー体制を構築
生産性の高いチーム作りにより生産農家の維持・拡大を強く推進
2024年より農業分野における特定技能2号人材を育成 １５



農業分野の特定技能派遣事業者コンソーシアム 組織概要

特定技能外国人の派遣を認められた労働者派遣事業者が相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行っていくことにより、業
界全体のイメージ向上、企業価値拡大を目指すとともに、農業全体の発展へ寄与することができるよう活動を行う。
特に、企業活動による人権侵害について企業の責任に関する国際的な議論が活発となっていることを踏まえ、人権方針の
策定・実行を中心に、派遣外国人材のキャリアアップに向けた仕組みづくり等を通じて事業者の自発的な発展を促進する。

派遣事業者 9社

・PERSOL Global Workforce株式会
社

目的

・YUIME株式会社（事務局）

・株式会社アルプスアグリキャリア

・株式会社グロップ

【今後の取組予定】
・人権デューディリジェンス（DD）に係る取組の具現化
・人権DDの周知徹底と適切な実行   
・特定技能外国人材のキャリアプランの仕組みづくり

【これまでの取組】
令和6年4月 コンソーシアム発足
令和6年10月 人権保護方針の策定、公表

構成員

主な活動

・株式会社ジョブズ・エル

・株式会社ワークマネジメント

・株式会社HRC

・株式会社Mプランニング

・スタッフ・パートナーズ株式会社【オブザーバー】 （一社）全国農業会議所
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第２ 人権保護方針

第３ 推進方法

◇人権保護方針の位置付け
・農業分野で特定技能外国人材の派遣を認められた労働者派遣事業者
が、相互に研鑽し合い、諸課題への対応を行うことにより、農業経営
者、農業関係事業者、外国人材等から信頼と賛同を得て、業界全体の
イメージ向上、企業価値拡大を目指す。
・関係するビジネスパートナー（派遣先の農業経営体等）などすべて
の人々に対して、コンソーシアムの信念や見解を共有するために人権
保護方針を策定。

◇人権保護方針の適用範囲
・本コンソーシアムの構成員である派遣事業者に所属する全ての役員
及び農業分野の特定技能外国人を含む従業員
・派遣先の農業経営体をはじめとしたビジネスパートナーに対しても
方針を遵守いただくことを期待。

◇国際的に認められた人権の尊重
・「国際人権章典」、ILO宣言に規定されている原則に表明されてい
る人権並びに関連する法令における人権を尊重。

◇人身取引・強制労働の防止
・人身取引及び強制労働を禁止し、これらを知った際は適切な対応に
努める。

◇差別及びハラスメントの禁止・防止
・人種、民族、言語、文化など不合理な差別及びハラスメントを行わ
ず、ビジネスパートナーを含むすべての人々に対して差別及びハラス
メントの禁止・防止を求める。

◇プライバシーの尊重
・外国人材のプライバシーの権利を尊重し法令に従った取り扱いとし

、
すべての個人データを適切な方法で管理する。

◇労働条件の確保
・外国人材の派遣先での処遇等については関係法令を遵守し、
外国人材に対して労働条件を説明する際は、母国語などの言語
で適切に説明する。

◇安全衛生環境の整備
・外国人材の労働環境及び生活環境において、必要な配慮が日本人同
様に行われているか確認し、不具合がある場合は改善を図る。

◇理解の促進
・外国人材の宗教や文化の違いによる行動について理解醸成を図る。
・外国人材に対して、日本の文化や習慣への理解を促進する。

◇人権DD（デューディリデンス）
・構成員それぞれが人権に対する負の影響を特定・評価し、負の影響
を防止・軽減するための措置を講じる。

◇是正・救済
・人権への負の影響を受けた外国人材等の視点に立ち、適切な手続きに
より是正・救済を行う。

・外国人材等が人材に関する相談・通報ができる体制を整備する。

◇ステークホルダーとの対話
・対話を通じて人権に対する負の影響の把握と改善を行う。

◇人権保護方針の理解促進
・構成員企業内のみならず、関係するビジネスパートナー等への啓発を
継続的に行う。

第1 はじめに

特定技能派遣事業者コンソーシアム 「人権保護方針」概要
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出入国在留管理庁・厚生労働省 公表資料
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